
 

仙南地区セダン型福祉有償運送特区 

 

都道府県名： 宮城県 

申請主体名： 白石市、角田市、蔵王町、大河原

町、村田町、柴田町、川崎町、丸

森町 

区域の範囲： 白石市及び角田市並びに宮城県

刈田郡蔵王町、柴田郡大河原町、

村田町、柴田町及び川崎町並びに

伊具郡丸森町の全域 
 

 

特区の概要：  当地域においては路線バスや町民バスが運行し、より身近な

公共交通機関として大きな役割を果たしているが、高齢者や障

害者の中には停留所までの移動が困難なものもあり、ドア・ツ

ー・ドアの移動手段の確保が課題となっている。また、高齢化

の進展等により、外出等の移動支援が必要な障害者や高齢者は

さらに増加していくものと見込まれている。従来から行われて

きた家族等による送迎や、タクシーを含む公共交通機関による

移動に加え、ＮＰＯ等の行う福祉有償運送事業を展開し、様々

な運行主体による協働の体制を整備することにより、移動制約

者の移動確保という地域の課題を、地域の資源を生かして解決

を図る。 

 

適用される規制

の特例措置： 

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 

 

 

 


